
              

 

令和 2年度 東京都保険者協議会データ分析部会  

部会長及び副部会長の選出について 

 

東京都保険者協議会専門部会設置運営要綱 第 5 条に基づき「各専門部会には部会長

1名、副部会長 2名を置くこととする」と定められていることから、令和 2年 4月 1日

から令和 4年 3月 31日までの間の両役職の選出を行う。 

本来であれば委員の中から互選することとし、立候補・推薦をお願いするところであ

るが、第 1回本部会は書面による開催となったことから、部会長及び副部会長について

は、事務局から下記の方にご就任いただくことをご提案することとし、承認の可否につ

いて別紙承認書をご提出いただくことといたしたい。 

 

   

 所  属 職  名 氏  名 

部会長 電設工業健康保険組合 常務理事 笹 川 武 男 

副部会長 

東京都福祉保健局 

保健政策部 
保険財政担当課長 植 竹 則 之 

全国健康保険協会  

東京支部 

業務第一部 

レセプトグループ長 
田 中 大 輔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 2 年 6 月 30 日（火） 
資料 2 

第 1回東京都保険者協議会データ分析部会 


